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 　　経理規程第○○条の規定により会計責任者を命ずる

 　　兼ねて契約担当者を命ずる


 　　令和　　年　　月　　日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　○○会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　 事 　長  ○○　○○　　印





（注）１　経理規程において各法人の理事長が任命することとされている事務担当者（会計責任者、契約担当者、出納職員等）については、法人内での任命手続きを経たうえ、各々交付し、写しを１部保管すること。ただし、兼務する場合は、合わせて１通を交付することで足る。
　　なお、職員の採用退職、施設長や管理者等の職務の任命に係る辞令についても、交付することが望ましい。
２　拠点区分又はサービス区分においては、施設長や管理者を会計責任者に任命することが、施設の効果的運営上望ましい。また、契約担当者には、理事又は施設長を任命することが望ましい。
なお、契約担当者と会計責任者の兼任は禁止されていない。
　３　分掌する事務の範囲（特に出納職員）は、予め明確にしておくこと。
　　　　（経理規程における分掌事務の例）
会計責任者・・・理事長に代わり、自ら取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保管等会計処理に関する事務を司ること。
契約担当者・・・理事長から契約に関する権限の委任を受け、法人の機関として契約を行うこと。
出納職員・・・会計責任者の補助者として、取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保管等会計処理に関する事務を分掌すること。また、契約担当者の補助者として、契約に関する事務を分掌すること。
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